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 各法面処理工事入札参加希望者  様 
 

島根県土木部土木総務課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
島根県土木部技術管理課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
「法面工事保有機械確認要領」の一部改定について 

 
「法面工事保有機械確認要領」について、別添のとおり一部改定することと

し、平成２８年６月１日以降提出する「法面工事保有機械確認資料」から適用

することとしますので通知します。 
 改正後の「法面工事保有機械確認要領」「法面工事保有機械確認資料提出一覧

表」「保有機械明細表等様式」について島根県土木部技術管理課のホームページ

内に掲載しています。 
〔ホームページ URL〕 

http://www.pref.shimane.lg.jp/gijutsukanri/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問合せ先】 
 松江市殿町８番地 
 島根県土木部技術管理課公共事業調整スタッフ 
担当  米 山 
Ｅメール：yoneyama-hiroshi@pref.shimane.lg.jp 

連絡先 電話 ：０８５２－２２－６１９８ 

ＦＡＸ：０８５２－２５－６３２９ 



（別添）

１）機械写真の撮影方法の改定 新：改定箇所は赤字アンダーラインで表示。イメージ写真は新たに追加。

〔各法面工事共通〕 〔各法面工事共通〕
事例としてモルタル・植生基材吹付機を示す。 事例としてモルタル・植生基材吹付機を示す。

【改定理由】
　数年前に撮影し「法面工事保有機械確認資料」として提出したものと同じ写真を、毎回提出する企業がある。この写真では提出時における最新の機械の状態を示している
ものとは言えない。よって、最新の機械の状態を把握するため、機械写真の撮影方法を改める。

新旧

〈平成28年4月改定で追加〉



２）モルタル・植生基材吹付機の《点検整備表》様式を規定 新：改定箇所は赤字アンダーラインで表示。点検整備表は１式改定。

〔モルタル・植生基材吹付機〕 〔モルタル・植生基材吹付機〕

【改定理由】

旧 新

　モルタル・植生基材吹付機を所有しているものは「ボイラー及び圧力容器安全規則」第８８条に規定する「定期自主検査」を行わなければならない。この規則においては【①
本体の損傷の有無、②ふたの締付けボルトの摩耗の有無、③管及び弁の損傷の有無】について点検することとしている。島根県では、「定期自主検査」の結果を記載する点
検表を任意様式としており、その写しの提出を求めてきた。しかし、十分な点検整備を行っていない機械を使用することによる事故を、未然に防止するため、「定期自主検査」
にその他の項目を加えた点検を必須とし、その《点検整備表》を指定様式とし改定する。


